
近々（直近半年以内）開発予定である
実際に埋蔵文化財の手続きを知りたい

開発予定地が遺跡地図の
包蔵地の円の中である

埋蔵文化財包蔵地の照会（有無の回答のみ）

遺跡地図を見ていただき、有無の確認のみで終了
※回答書がいる場合は作成します

兵庫県太子町埋蔵文化財関係事務（民間開発等）フローチャート

その土地は現在、田んぼ・
畑である（土地の改変無し）

開発予定面積が
1,000 ㎡以上である

試掘・確認調査が必要 手続き不要文化財保護法第 93条の届出が必要

工事の計画が立ち次第依頼書
を提出してください。調査か
ら回答まで、2週間～１か月
程度かかります。

必要書類：調査依頼書
　　　　　（押印不要）１部
添付書類：工事の平面図
　　　　　基礎断面図
　　　　　現況写真
　　　　　住宅地図　各 1部

届出を県へ進達し、回答を届出人へ通知
しますので、工事に着手する 60 日前まで
に必ず提出してください。
原則、県からの通知が届くまでは工事着手
ができませんので、お気をつけください。

必要書類：93 条届出書（押印不要）２部
添付書類：工事の平面図
　　　　　基礎断面図
　　　　　現況写真
　　　　　住宅地図　各 1部

※届出・調査依頼書に記載した土地については、包蔵地内外を問わず、通知があるまでは、工事の
　着手ができません。余裕を持って提出するよう、お願いします。
※遺跡の有無、届出や提出する必要がある工事であるのか等、判断が困難な場合は、迷わず
　社会教育課文化財係（079-277-5100）までお問合せください。

YES

YES

YES YES

NO

NO

NO NO

包蔵地内 包蔵地外

工事の際に、遺構・遺物
等発見されましたら必ず
ご連絡ください。
現状確認のため、現地へ
向かいます。その間は、
工事を進めないでくださ
い。


